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狭義招集

証券コード　2198
2024年１月12日

（電子提供措置の開始日　2023年12月27日）
株　主　各　位

佐賀県伊万里市新天町722番地５
アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社
代表取締役会長兼社長CEO 金　子　和斗志

　　当社ウェブサイト　https://www.ikk-grp.jp/ir/stock/stockholdermtg.html

　　東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
　　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第28期定時株主総会招集ご通知
拝啓　日頃より格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社第28期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）に
ついて電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに電子提供措置事項を
掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトにアクセスの上、ご確認くださいますようお願
い申し上げます。

　電子提供措置事項は、上記当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイト
にも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセス
の上、銘柄名（アイ・ケイ・ケイホールディングス）または証券コード（2198）を入力・検索
し、「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招
集通知／株主総会資料」欄よりご確認くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネットにより議決権を行使することが
できますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討の上、2024年１月29日（月曜日）午後
６時までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

敬　具
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狭義招集

1. 日 時 2024年１月30日（火曜日）午後１時（受付開始：正午）
2. 場 所 福岡県福岡市博多区東月隈３丁目27－２

ララシャンス 博多の森　博多の森迎賓館
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

3. 会議の目的事項
報 告 事 項 1. 第28期（2022年11月１日から2023年10月31日まで）事業報告、連結

計算書類及び計算書類の内容報告の件
2. 会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役５名選任の件

《株主様へのお願い》
●当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会

場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
●書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送り

いたしますが、当該書面は、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、次に掲げる事項を
除いております。

　　 　①業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容と運用状況の概要
　　 　②会社の支配に関する基本方針
　　 　③連結計算書類の連結注記表
　　 　④計算書類の個別注記表
　したがいまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会計監

査人が会計監査報告を、監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の
一部であります。

●電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東
証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載させていただきます。

《株主総会当日の当社の対応について》
●本定時株主総会において、お土産のご用意はございません。また、飲料・スープ等の提供に

ついてもございませんので、あらかじめご了承ください。

記

以　上
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議決権行使についてのご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示のうえ、切手を貼らずに
ご投函ください。

日　時 行使期限 行使期限

2024年１月30日（火曜日）
午後１時（受付開始:正午）

2024年１月29日（月曜日）
午後６時入力完了分まで

2024年１月29日（月曜日）
午後６時到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

第１号議案

⃝ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 反対する場合 「否」の欄に〇印
第２・３号議案

⃝ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
⃝ 一部の候補者に反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本

・インターネット等および書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取
り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り
扱いいたします。

・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとし
てお取り扱いいたします。
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議決権行使についてのご案内

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力す
ることなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

議決権行使
サイト https://evote.tr.mufg.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本

見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使サイトにアクセスしてください。1

※操作画面はイメージです。

新しいパスワードを登録してください。3

「新しいパスワード」
を入力

「送信」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック
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議決権行使についてのご案内

システム等に関するお問い合わせ
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部（ヘルプデスク）

電話　0120-173-027（受付時間　午前9時～午後9時、通話料無料）

インターネットによる議決権行使のご利用の注意点

　インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認の上、行使していただき
ますようお願い申し上げます。なお、当日ご出席の場合は、議決権行使書の郵送またはインター
ネットによる議決権のお手続はいずれも不要でございます。

記
１. 議決権行使サイトについて
(1) インターネットによる議決権行使は、パソコンまたはスマートフォンから、当社の指定す

る議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただくことによって
のみ実施可能です。（ただし、毎日午前２時から午前５時までは取り扱いを休止しま
す。）

(2) パソコンまたはスマートフォンによる、インターネットのご利用環境やご加入のサービ
ス、ご使用の機種によっては、議決権行使サイトがご利用できない場合があります。詳細
につきましては、下記ヘルプデスクにお問い合わせください。

２. インターネットによる議決権行使方法について
(1) 議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）において、議決権行使書用紙に記載され

た「ログインＩＤ」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否を
ご入力ください。

(2) 株主様以外の第三者による不正アクセス等を防止するため、ご利用の株主様には、議決権行
使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。

３. 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について
　インターネット接続料・通信料等は株主様のご負担となります。

４. 議決権の重複行使について
　書面（郵送）とインターネットの双方で議決権を行使された場合は、インターネットによる
議決権の行使を有効とさせていただきます。
　また、インターネットにより複数回議決権を行使された場合は、最後の議決権行使を有効と
させていただきます。パソコン、スマートフォンで重複して議決権を行使された場合も、最後
の議決権を有効とさせていただきます。

以　上

－ 5 －



2023/12/25 17:02:44 / 23031588_アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社_招集通知_電子提供措置用

剰余金の処分の件

株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件
　　当社は、株主の皆さまに対する利益還元を経営の重要課題のひとつと認識し、将来の事業
展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、経営成績に応じた配当を実施
していく方針であります。

　　上記方針に基づき、当期の期末配当につきましては、以下のとおりとさせていただきたい
と存じます。

　　なお、その他の剰余金の処分はございません。

（１）配当財産の種類
　　　金銭
（２）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　　　当社普通株式１株につき金24円
　　　総額　703,468,032円
（３）剰余金の配当が効力を生じる日
　　　2024年１月31日

－ 6 －
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取締役(監査等委員である取締役を除く。)６名選任の件

候 補 者
番 号

ふ
氏

 

　
り
　

 

　
が
　

 

　
な
名

（生 年 月 日）
略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所有する当社

の 株 式 数

１

かね 
金

 

　
こ
子

 

　
か
和 

つ
斗 

し
志

(1952年３月26日)

    1974年    10月 金子興業㈱（現㈱アイ・エス）入社
    1974年    12月 同社取締役
    1981年    12月 同社代表取締役
    1995年    11月 当社代表取締役社長
    2012年    12月 アイケア㈱取締役
    2017年    1 月 PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU 

INDONESIA取締役
    2017年    6 月 ㈱力の源ホールディングス社外取締役
    2020年    1 月 当社代表取締役会長CEO
    2020年    10月 ㈱明徳庵代表取締役社長（現任）
    2020年    11月 アイ・ケイ・ケイ㈱代表取締役会長
    2021年    11月 当社代表取締役会長兼社長CEO（現任）

同　上       アイ・ケイ・ケイ㈱代表取締役会長兼社長
    2021年    12月 （一社）ＩＫＫアカデミー代表理事（現任）
    2022年    1 月 アイ・ケイ・ケイ㈱代表取締役会長（現任）
    2023年    5 月 １㈱代表取締役（現任）

4,752,200株

（取締役候補者とした理由）
当社創業者及び代表取締役として、強いリーダーシップをもって会社を牽引してきた実績や豊富な経験を有
しており、今後も経営全般に対する指導、助言を行い、継続的な企業価値向上が期待できると判断し、引き
続き取締役候補者といたしました。

第２号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)６名選任の件
　取締役全員（７名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査
等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）６名の選任をお願いするもので
あります。なお、本議案につきまして、監査等委員会において検討がなされ、各候補者は当
社の取締役として適任であるという意見表明を受けております。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 7 －
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取締役(監査等委員である取締役を除く。)６名選任の件

候 補 者
番 号

ふ
氏

 

　
り
　

 

　
が
　

 

　
な
名

（生 年 月 日）
略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所有する当社

の 株 式 数

２

てら
寺

 

　
ざわ
澤

 

　
だい
大

 

　
すけ
輔

(1968年４月19日)

    1992年    4 月 アイ・ケイ・ケイ㈱（現㈱アイ・エス） 入社
    1995年    11月 当社入社
    2002年    10月 当社鳥栖支店支配人
    2003年    5 月 当社総支配人
    2005年    4 月 当社営業部長
    2006年    5 月 当社取締役
    2006年    6 月 当社取締役人事部長
    2007年    2 月 当社取締役人事部長
    2012年    2 月 当社取締役経営企画部長
    2012年    12月 アイケア㈱代表取締役社長
    2013年    4 月 当社取締役関連事業開発部長
    2018年    1 月 当社取締役関連事業開発担当兼部長
    2021年    11月 当社取締役介護事業担当兼部長

同　上       ララ・クゥール㈱取締役（現任）
    2021年    12月 （一社）ＩＫＫアカデミー理事（現任）
    2022年    7 月 当社取締役介護事業担当兼部長 兼 人事戦略イノベーシ

ョン担当兼室長
    2023年    1 月 アイケア㈱代表取締役会長（現任）

同　上       当社取締役介護事業担当兼部長 兼 人事担当兼部長（現
任）

104,785株

（取締役候補者とした理由）
当社の取締役として、これまで営業、人事、経営企画等を統括してきた実績と豊富な経験を有しており、介
護事業にも精通していることから、引き続き取締役候補者といたしました。

－ 8 －
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取締役(監査等委員である取締役を除く。)６名選任の件

候 補 者
番 号

ふ
氏

 

　
り
　

 

　
が
　

 

　
な
名

（生 年 月 日）
略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所有する当社

の 株 式 数

３

もり
森

 

　
た
田

 

　
やす
康

 

　
ひろ
寛

（1981年11月３日）

    2004年    4 月 当社入社
    2007年    6 月 当社金沢支店支配人
    2008年    4 月 当社富山支店支配人
    2009年    3 月 当社経営企画部経営企画課長
    2012年    1 月 当社経営企画部次長
    2012年    12月 アイケア㈱取締役
    2014年    1 月 当社経営管理部次長
    2015年    1 月 当社経営管理部長
    2017年    1 月 PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU 

INDONESIA取締役
    2018年    1 月 当社執行役員海外事業開発部長
    2021年    1 月 PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU 

INDONESIA代表取締役社長（現任）
同　上 当社取締役海外事業開発担当兼部長

    2021年    11月 当社取締役婚礼事業担当兼部長 兼 海外事業開発担当兼
部長（現任）

    2022年    1 月 アイ・ケイ・ケイ㈱代表取締役社長（現任）

61,528株

（取締役候補者とした理由）
当社において企画、管理及び海外事業を歴任してきた実績と豊富な経験を有しており、今後の当社グループ
を成長発展させる婚礼事業及び海外事業拡大に必要な人材と判断し、引き続き取締役候補者といたしまし
た。

４

お
小

 

　
だ
田

 

　
 

　
 

　
ゆたか
豊

（1969年２月４日）

    2012年    1 月 フューチャーアーキテクト㈱アドバンスドビジネス本
部エグゼクティブマネジャー

    2015年    11月 ㈱三越伊勢丹システム・ソリューションズ情報戦略企
画室シニアマネジャー

    2016年    4 月 ㈱三越伊勢丹ホールディングス（出向）情報戦略本部IT
戦略部シニアマネジャー

    2018年    4 月 カブドットコム証券㈱（現auカブコム証券㈱）システ
ム開発部長

    2020年    4 月 当社入社
    2020年    6 月 当社執行役員システム部長
    2021年    1 月 当社取締役システム担当兼部長（現任）
    2021年    3 月 アイ・ケイ・ケイキャピタル㈱取締役
    2021年    11月 アイ・ケイ・ケイ㈱取締役（現任）

同　上 Ambihone㈱取締役（現任）

10,742株

（取締役候補者とした理由）
ＩＴ業界での豊富な経験から幅広い見識を有しており、また、今後の当社グループの成長の源泉となるＩＴ戦略
も見据え、業務システムの改善及びＩＴガバナンスの強化に必要な人材と判断し、引き続き取締役候補者といた
しました。

－ 9 －
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取締役(監査等委員である取締役を除く。)６名選任の件

候 補 者
番 号

ふ
氏

 

　
り
　

 

　
が
　

 

　
な
名

（生 年 月 日）
略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所有する当社

の 株 式 数

５

なか
中

 

　
しま
嶋

 

　
だい
大

 

　
すけ
祐

（1984年10月22日）

    2007年    3 月 当社入社
    2013年    2 月 当社福井支店支配人
    2015年    2 月 当社福岡支店支配人
    2016年    4 月 当社福岡支店総支配人
    2018年    5 月 当社営業企画部次長兼福岡支店総支配人
    2019年    11月 当社営業企画部長兼福岡支店総支配人
    2021年    1 月 PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU 

INDONESIA取締役
    2021年    6 月 当社執行役員営業企画部長
    2021年    11月 Ambihone㈱代表取締役社長（現任）

同　上       当社執行役員フォト事業部長
    2022年    1 月 当社取締役フォト事業担当兼部長
    2022年    5 月 アイ・ケイ・ケイ㈱取締役（現任）
    2023年    1 月 PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU 

INDONESIA取締役（現任）
    2023年    12月 当社取締役フォト事業担当兼部長 兼 デジタルマーケテ

ィング推進担当（現任）

13,459株

（取締役候補者とした理由）
当社において営業企画を統括してきた実績と豊富な経験を有しており、今後の当社グループを成長発展させ
るフォト事業拡大及びデジタルマーケティング推進に必要な人材と判断し、引き続き取締役候補者といたし
ました。

6
※

ひら
平

 

　
 

 
やま
山

 

　
 

 
とも
知

 

　
 

 
ひろ
宏

（1985年1月4日）

2008年４月 ㈱博報堂DYメディアパートナーズ入社
2017年８月 ㈱ルームクリップ取締役CTO
2021年２月 同社執行役員CTO（現任）

1,000株

（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割）
ＩＴ業界及び事業会社での豊富な経験からＩＴに関する高度な専門知識と幅広い見識を有しております。そ
れらの経験・知見に基づき、独立的な立場から経営を監督する役割を果たしていただくことが期待されるた
め、社外取締役候補者といたしました。

（注）１. ※印は新任の取締役候補者であります。
２. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
３. 金子和斗志氏は、会社法第２条第４号の２に定める親会社等であります。
４. 平山知宏氏は社外取締役候補者であります。
５. 平山知宏氏の選任が承認された場合には、当社は、同氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１

項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額と
しております。

６. 平山知宏氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合に
は、独立役員として指定する予定であります。

７. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の
概要は、事業報告27頁に記載のとおりであります。各候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含めら
れることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

－ 10 －
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監査等委員である取締役５名選任の件

候 補 者
番 号

ふ
氏

 

　
り
　

 

　
が
　

 

　
な
名

（生 年 月 日）
略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所有する当社

の 株 式 数

１
※

あ
阿

 

　 
べ
部

 

　 
けい
慶

 

　 
すけ
介

(1963年5月12日)

    2003年    7 月 ㈱福岡銀行飯塚副支店長
    2013年    4 月 同行三ヶ森支店長
    2017年    1 月 福岡商事㈱保険部北九州支社長
    2021年    8 月 ㈱福岡銀行監査部主任調査役

2,000株

（監査等委員である取締役候補者とした理由）
金融業界及び事業会社での豊富な経験から財務、会計、法務に関する相当程度の知見を有しており、当社グ
ループの経営の監督及び監査業務を行うに適任であると判断し、監査等委員である取締役候補者といたしま
した。

２

くすのき
楠

 

　
 

 
 

　
 

 
のり
典

 

　
 

 
こ
子

(1965年２月７日)

    1996年    6 月 税理士登録
同　上 楠典子税理士事務所開設

    2002年    6 月 税理士法人シオン代表社員
    2006年    12月 ㈱くすのき代表取締役（現任）
    2008年    10月 楠典子税理士事務所再開設（現任）
    2015年    1 月 当社社外監査役
    2020年    1 月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）

4,000株

（監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割）
税理士としての財務、会計及び税務に関する専門的な知識と幅広い見識を有しており、経営全般に対し幅広
い助言をいただいております。それらの経験・知見に基づき、独立的な立場から経営の監督及び監査業務を
行うことが期待されるため、引き続き社外取締役候補者といたしました。

３

い
伊

 

　
 

 
とう
藤

 

　
 

 
はる
晴

 

　
 

 
き
輝

（1977年９月４日）

    2002年    11月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入社
    2007年    1 月 公認会計士登録
    2013年    7 月 伊藤産業㈱取締役管理本部長

同　上 伊藤晴輝公認会計士事務所開設（現任）
    2015年    1 月 当社社外監査役
    2017年    4 月 伊藤産業㈱代表取締役社長（現任）
    2020年    1 月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）

3,500株

（監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割）
公認会計士としての財務及び会計に関する高度な専門知識と幅広い見識を有しており、経営全般に対し幅広
い助言をいただいております。それらの経験・知見に基づき、独立的な立場から経営の監督及び監査業務を
行うことが期待されるため、引き続き社外取締役候補者といたしました。

第３号議案 監査等委員である取締役５名選任の件
　監査等委員である取締役全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますの
で、監査等委員である取締役５名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案につきましては、あらかじめ監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 11 －
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監査等委員である取締役５名選任の件

候 補 者
番 号

ふ
氏

 

　
り
　

 

　
が
　

 

　
な
名

（生 年 月 日）
略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所有する当社

の 株 式 数

４

なか
中

 

　
 

 
むら
村

 

　
 

 
りょう
亮

 

　
 

 
すけ
介

（1978年12月22日）

    2010年    12月 弁護士登録
    2014年    10月 中村国際法律事務所開設
    2020年    1 月 当社取締役（監査等委員）（現任）
    2021年    6 月 弁護士法人中村国際法律事務所開設（現任）

7,800株

（監査等委員である取締役候補者とした理由）
弁護士としての企業法務及びコンプライアンスに関する高度な専門知識と幅広い見識を有しており、当社グ
ループの経営の監督及び監査業務を行うに適任であると判断し、引き続き監査等委員である取締役候補者と
いたしました。

5
※

うめ
梅

 

　
やま
山

 

　
かお
香

 

　
り
里

(1966年10月15日)

    1990年    11月 武内俊造税理士事務所（現税理士法人武内総合会計）入社
    2009年    1 月 梅山聡税理士事務所（現アスモア税理士法人）入社
    2009年    8 月 中小企業診断士登録
    2010年    1 月 GESS Consulting Office 代表(現任）
    2018年    6 月 (一社)福岡県中小企業診断士協会代表理事（現任）
    2019年    1 月 当社社外取締役（現任）

1,000株

（監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割）
中小企業診断士の資格を有する経営コンサルタントとして、企業経営に関する専門的な知見を有しており、
経営全般に対し幅広い助言をいただいております。それらの経験・知見に基づき、独立的な立場から経営の
監督及び監査業務を行うことが期待されるため、社外取締役候補者といたしました。

（注）１. ※印は新任の監査等委員である取締役候補者であります。
　　　２. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

３. 楠典子氏、伊藤晴輝氏及び梅山香里氏は監査等委員である社外取締役候補者であります。
４. 楠典子氏及び伊藤晴輝氏は、監査等委員である社外取締役であり、本総会終結の時をもって監査等委員である社外取締

役としての在任期間は４年となります。なお、両氏は当社の監査等委員である社外取締役就任前の５年間、当社の社外
監査役でありました。

５. 梅山香里氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって５年
となります。

6. 当社は、楠典子氏、伊藤晴輝氏、中村亮介氏及び梅山香里氏との間で会社法第427条第１項に基づき、同法第423条第
１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額と
しており、各候補者の選任が承認された場合には、各候補者との当該契約を継続する予定であります。また、阿部慶介
氏が選任された場合は、同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。

7. 楠典子氏、伊藤晴輝氏及び梅山香里氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、原案
どおり選任された場合、引き続き独立役員とする予定であります。

８. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契
約の概要は、事業報告27頁に記載のとおりであります。各候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者
に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

－ 12 －
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監査等委員である取締役５名選任の件

氏 名 属性

当社が各取締役に特に期待する分野

経営 財務・
会計

法務・
コンプライ

アンス
海外経験 IT・

デジタル

営業・
マーケティ

ング
ESG 新規事業

金 　 子 　 和 斗 志 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

寺 　 澤 　 大 　 輔 ○ ○ ○

森 　 田 　 康 　 寛 ○ ○ ○ ○ ○

小 　 田 　 　 　 豊 ○ ○ ○ ○ ○

中 　 嶋 　 大 　 祐 ○ ○ ○ ○

平 　 山 　 知 　 宏 【社外】
【独立】 ○ ○ ○ ○

阿 　 部 　 慶 　 介 ○ ○ ○ ○

楠 　  　  典 　  子 【社外】
【独立】 ○ ○ ○

伊　 藤　 晴　 輝 【社外】
【独立】 ○ ○ ○ ○

中　 村　 亮　 介 ○ ○ ○ ○

梅 　 山 　 香 　 里 【社外】
【独立】 ○ ○ ○ ○ ○

（ご参考）当社が取締役（予定）に対して期待する分野（スキルマトリックス）
　　　　　第２号議案及び第３号議案をご承認いただいた場合の各取締役及び監査等委員である取締役に

つきまして、これまでの経験をもとに、期待する分野について記載しております。

以　上

－ 13 －
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事業の状況

(2022年11月 1 日から
2023年10月31日まで)
事　業　報　告

1. 企業集団の現況に関する事項
(1) 事業の状況

① 事業の経過及び成果
　当連結会計年度（2022年11月１日から2023年10月31日まで）におけるわが国経済
は、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類が５類感染症へ移行したことに伴
い、社会経済活動の正常化が進みインバウンド需要も回復傾向にある中、コロナ禍から
の緩やかな持ち直しが続く一方で、各国との金利差による円安の進行に伴う資源価格の
高騰や中東における地政学的リスクが高まっており、国内外の経済に与える影響が懸念
され、依然として先行き不透明な状況が続いております。
　ウェディング業界におきましては、社会経済活動の正常化に伴い集客イベント等も再
開され挙式・披露宴の施行数は漸増傾向にあります。
　このような状況の下、当社グループは、引き続きお客さまと社員の安全・安心を最優
先事項と考え、最大限の感染防止対策を徹底した上で挙式・披露宴を実施してまいりま
した。
　以上の結果、当連結会計年度の売上高は21,990百万円（前期比15.4％増）、営業利
益は1,955百万円（同8.1％増）、経常利益は2,005百万円（同4.3％減）、親会社株主
に帰属する当期純利益は1,340百万円（同4.2％減）となりました。
　なお、セグメント別の業績は次のとおりであります。
（イ）婚礼事業
　新型コロナウイルス感染症による様々な規制が緩和されるなか、引き続き感染防止対
策を徹底したうえで挙式・披露宴を実施してまいりました。また、当連結会計年度
（2023年４月）に「The迎賓館　偕楽園　別邸」（水戸支店）をオープンいたしまし
た。
　その結果、売上高は21,007百万円（前期比13.9％増）、営業利益は2,008百万円（同
6.3％増）となりました。
（ロ）介護事業
　当連結会計年度（2023年３月）に「アイケアライフ伊万里」（伊万里２号店）がオー
プンしたこと等により売上高は592百万円（前期比8.6％増）となりましたが、開業費用
等により営業損失は11百万円（前期は２百万円の営業損失）となりました。

－ 14 －
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事業の状況

（ハ）食品事業
　売上高は260百万円（前期比43.0％増）、営業利益は59百万円（同49.9％増）とな
りました。
（ニ）フォト事業
　前連結会計年度（2021年11月）にフォト事業を展開する子会社を設立し、当連結会
計年度（2023年３月）に「studio clori.NAGOYA」（名古屋支店）をオープンいたし
ました。
　その結果、売上高は310百万円（前期は14百万円の売上高）となりましたが、開業費
用等により営業損失は49百万円（同87百万円の営業損失）となりました。
（ホ）結婚仲介事業
　前連結会計年度（2021年11月）に結婚仲介事業を展開する子会社を設立し、売上高
は12百万円（前期は１百万円の売上高）、営業損失は50百万円（同29百万円の営業損
失）となりました。

② 重要な設備投資の状況
当連結会計年度中においては、総額1,939百万円の設備投資（無形固定資産を含

む。）を実施いたしました。その主なものは、水戸支店1,383百万円であります。

③ 重要な資金調達の状況
当連結会計年度においては、水戸支店のオープン等のための資金として、総額2,770

百万円の借入を行いました。

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
該当事項はありません。
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事業の状況

⑧ 対処すべき課題
　国内のウェディング業界では、少子化やナシ婚・晩婚化等を背景に、挙式・披露宴件
数は、緩やかに減少傾向をたどっていくものと予想されます。しかし、伝統や格式にと
らわれないオリジナルな挙式・披露宴志向の高まりによって、ゲストハウス・ウェディ
ングの市場は、順調に拡大してきました。こうしたトレンドを踏まえ、専門式場がゲス
トハウス・ウェディングの形態へ進出してきたほか、ホテルのリニューアルや価格競争
の激化等、競合状況は一段と厳しさが増してきております。一方で、海外のウェディン
グ業界では、東南アジアエリアの人口増や経済発展に伴う所得水準の上昇が見込まれて
おり、同エリアでのウェディング市場は拡大していくことが見込まれております。ま
た、介護業界では、高齢者のライフスタイルやニーズにあったサービスが求められてい
ることと、今後も高齢者人口の増加に伴う介護サービスの需要が見込まれるなか、継続
的な人材確保が課題となっております。その他、食品業界では、食品偽装や異物混入等
の問題を背景として食に関する安全性と信頼性が求められている傍ら、健康志向の高ま
りによる新たなニーズが創出されるなど、多様化するお客さまの要望に応える商品が求
められております。ウェディングフォト業界では、従来型の洋装和装のウェディングフ
ォトスタイルに加え、韓国式のウェディングフォトや記念の地でのロケ撮影等ニーズが
多様化しており、お客さまのニーズを汲み取り実現する撮影技術やプランの充実が求め
られております。最後に、結婚仲介業界では、求める結婚生活を満たす伴侶との出会い
の機会や、結婚に至るプロセスのサポートを求めるニーズが増加傾向にあります。
　新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類が５類感染症へ移行したことに伴い、
社会経済活動の正常化が進みインバウンド需要も回復傾向にある中、コロナ禍からの緩
やかな持ち直しが続く一方で、各国との金利差による円安の進行に伴う資源価格の高騰
や中東における地政学的リスクが高まっており、国内外の経済に与える影響が懸念さ
れ、依然として先行き不透明な状況が続いております。
　こうした中、当社グループは、お客さまの意識の変化や業界・競合企業の動向を十分
に踏まえ、お客さまに感動していただける心のこもったサービスを提供し、お客さまの
感動を通して社会に貢献していく方針であります。
　このため、(イ)情報収集力・分析力・活用力の強化、(ロ)成果（売上・利益・採用・
育成）のための課題発見力・課題解決力を持つ人財の採用と育成と定着、(ハ)お客さま
に関する安全対策の強化、(ニ)既存店のクオリティの維持・強化、(ホ)接客力・企画提
案力の更なる向上、(ヘ)堅実な店舗展開、(ト)コーポレート・ガバナンスの強化、(チ)
新規事業の開発・創出の８項目を重要な課題として掲げております。
　株主の皆さまにおかれましては、今後ともより一層のご支援とご鞭撻を賜りますよう
お願い申し上げます。
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財産及び損益の状況の推移

区　　　分 第25期
2020年10月期

第26期
2021年10月期

第27期
2022年10月期

第28期
(当連結会計年度)
2023年10月期

売 上 高 (百万円) 8,746 11,530 19,056 21,990
経 常 利 益 又 は
経 常 損 失 ( △ ) (百万円) △3,524 △610 2,096 2,005
親 会 社 株 主 に 帰 属
する当期純利益又は親会社株主
に帰属する当期純損失 (△ )

(百万円) △4,235 △411 1,398 1,340

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失 (△ ) (円) △143.22 △14.03 47.48 45.93
総 資 産 (百万円) 17,898 17,603 20,251 20,012
純 資 産 (百万円) 7,923 7,604 9,170 10,050

区　　　分 第25期
2020年10月期

第26期
2021年10月期

第27期
2022年10月期

第28期(当期)
2023年10月期

売 上 高 又 は
営 業 収 益 (百万円) 7,997 10,861 2,529 3,917
経 常 利 益 又 は
経 常 損 失 ( △ ) (百万円) △3,625 △599 312 1,190
当 期 純 利 益 又 は
当 期 純 損 失 ( △ ) (百万円) △4,306 △408 162 1,125
１株当たり当期純利益又は１株当
た り 当 期 純 損 失 ( △ ) (円) △145.63 △13.95 5.53 38.57
総 資 産 (百万円) 17,617 17,488 14,404 14,669
純 資 産 (百万円) 7,992 7,675 7,939 8,588

(2) 財産及び損益の状況の推移
① 企業集団の財産及び損益の状況

（注）1. 百万円単位の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
2. １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数で算出しておりま

す。なお、当該自己株式数には、アイ・ケイ・ケイホールディングス従業員持株会専用信託が所有する当社株式を含
めております。

3. 第25期は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、挙式・披露宴の延期が発生し、施行組数が減少したこと
から売上高、経常利益は減少しました。減収、減益に伴い総資産、純資産は減少しました。

4. 第26期は、新型コロナウイルス感染症の影響はあるものの、行動制限の緩和が進んだことにより、売上高、経常利
益は増加しました。

5. 第27期は、新型コロナウイルス感染症の影響はあるものの、社会経済活動の緩和に伴い集客イベント等も再開され
披露宴の施行数が増加したことから売上高、経常利益は増加しました。

6. 第28期の状況につきましては、前記「(１)事業の状況」に記載のとおりであります。

② 当社の財産及び損益の状況

（注）1. 百万円単位の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
2. １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数で算出しており

ます。なお、当該自己株式数には、アイ・ケイ・ケイホールディングス従業員持株会専用信託が所有する当社株式
を含めております。

3. 当社は2021年11月１日付で持株会社体制へ移行し、婚礼事業を承継いたしましたので、2021年11月からの売上
高又は営業収益は、主に賃料収入及び経営指導料等となります。

－ 17 －



2023/12/25 17:02:44 / 23031588_アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社_招集通知_電子提供措置用

重要な親会社及び子会社の状況、主要な事業内容

会　社　名 資　本　金 議決権比率 主要な事業内容

アイ・ケイ・ケイ株式会社 50,000
千円

100.0％ 挙式・披露宴に関する企画・運営等のサービス
の提供

アイケア株式会社     95,000 100.0％ 有料老人ホームの運営、介護サービス等の提供

PT INTERNATIONAL
KANSHA KANDOU 
INDONESIA

504,600 93.5％ 挙式・披露宴に関する企画・運営等のサービス
の提供

株式会社明徳庵 25,000 95.0％ 引出物・引菓子及びギフト商品等に関する企
画・開発・販売業務

Ambihone株式会社 25,000 89.7％ フォトウェディング及び写真スタジオ等の企
画・運営等のサービスの提供

ララ・クゥール株式会社 25,000 100.0％ 結婚仲介に関する企画・運営等のサービスの提
供

(3) 重要な親会社及び子会社の状況
① 重要な親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

(4) 主要な事業内容（2023年10月31日現在）
① 挙式・披露宴に関する企画・運営等のサービスの提供

② 有料老人ホームの運営、介護サービス等の提供

③ 引出物・引菓子及びギフト商品等に関する企画・開発・販売業務

④ フォトウェディング及び写真スタジオ等の企画・運営等のサービスの提供

⑤ 結婚仲介に関する企画・運営等のサービスの提供
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主要な事業所

名　　　称 所　在　地 名　　　称 所　在　地
本店 佐賀県伊万里市 福岡本部 福岡県糟屋郡志免町

名　　　称 所　在　地 名　　　称 所　在　地
本店 佐賀県伊万里市 福井支店 福井県福井市
伊万里支店 佐賀県伊万里市 盛岡支店 岩手県盛岡市
鳥栖支店 佐賀県鳥栖市 佐世保支店 長崎県佐世保市
福岡支店 福岡県福岡市 広島支店 広島県広島市
富山支店 富山県富山市 岡崎支店 愛知県岡崎市
宮崎支店 宮崎県宮崎市 大阪支店 大阪府大阪市
大分支店 大分県大分市 神戸支店 兵庫県神戸市
金沢支店 石川県金沢市 東京支店 東京都江東区
いわき支店 福島県いわき市 水戸支店 茨城県水戸市
高知支店 高知県高知市 福岡本部 福岡県糟屋郡志免町

名　　　称 所　在　地 名　　　称 所　在　地
本店 福岡県糟屋郡志免町 佐賀店 佐賀県佐賀市
伊万里店 佐賀県伊万里市 唐津店 佐賀県唐津市

名　　　称 所　在　地 名　　　称 所　在　地

本店 インドネシア共和国
ジャカルタ市 Menara Mandiri支店 インドネシア共和国

ジャカルタ市

(5) 主要な事業所（2023年10月31日現在）
① 当社

② 子会社（アイ・ケイ・ケイ株式会社）

③ 子会社（アイケア株式会社）

④ 子会社（PT　INTERNATIONAL　KANSHA　KANDOU　INDONESIA）
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主要な事業所

名　　　称 所　在　地
本店 福岡県糟屋郡志免町

名　　　称 所　在　地 名　　　称 所　在　地
本店 福岡県糟屋郡志免町 名古屋支店 愛知県名古屋市
大阪支店 大阪府大阪市

名　　　称 所　在　地
本店 福岡県糟屋郡志免町

⑤ 子会社（株式会社明徳庵）

⑥ 子会社（Ambihone株式会社）

⑦ 子会社（ララ・クゥール株式会社）
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従業員の状況

事　業　区　分 従　業　員　数 前連結会計年度末比増減

婚 礼 事 業 827 （463)名 87名増 （96名増）

介 護 事 業 80 （31) 3名増 （5名増）

食 品 事 業 5 （－) 1名増 （－）
フ ォ ト 事 業 27 （2) 8名増 （2名増）

結 婚 仲 介 事 業 3 （－) 1名減 （－）
全 社 （ 共 通 ） 57 （4) 5名増 （1名増）

合　　　計 999 （500) 103名増 （104名増）

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

57（4）名 5名増（1名増） 34.6歳 9.4年

(6) 従業員の状況（2023年10月31日現在）
　①　企業集団の使用人の状況

（注）1. 従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループ
への出向者を含む。）であり、アルバイトは（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

2. 「全社（共通）」として記載している使用人数は、特定の事業に区分できない管理部門に所属してい
るものであります。

　②　当社の使用人の状況

（注）従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、アル
バイトは（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。
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主要な借入先、その他企業集団の現況に関する重要な事項

借　　　入　　　先 借　入　金　残　高

株式会社三井住友銀行 1,085 百万円

株式会社三菱UFJ銀行 898

株式会社日本政策投資銀行 652

株式会社福岡銀行 401

株式会社佐賀銀行 361

(7) 主要な借入先（2023年10月31日現在）

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

(8) その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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株式に関する事項

① 発行可能株式総数 96,000,000株

② 発行済株式の総数 29,956,800株（自己株式645,632株を含む。)

③ 株主数 39,773名

④ 大株主
株　　　主　　　名 持 株 数（株) 持株比率（％)

株式会社エム・ケイ・パートナーズ 9,986,000 34.06

金　子　和斗志 4,752,200 16.21

アイ・ケイ・ケイホールディングス従業員持株会 995,600 3.39

アイ・ケイ・ケイホールディングス取引先持株会 907,100 3.09

金　子　晴　美 884,000 3.01

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 836,800 2.85

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 690,800 2.35

株式会社佐賀銀行 304,000 1.03

ＪＰモルガン証券株式会社 195,440 0.66

松　本　正　紀 145,000 0.49

株　式　数 交付対象者数
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除
く） 21,367株 ５名

2. 会社の状況に関する事項
(1) 株式に関する事項（2023年10月31日現在）

（注）1. 上記の持株比率は、自己株式645,632株を控除して計算しております。
2. 持株比率は、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。
3. 当社は、自己株式を645,632株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

⑤　当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

（注）当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告28頁「(3)⑤取締役の報酬等」に記載しております。
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新株予約権等に関する事項

(2) 新株予約権等に関する事項
① 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

（2023年10月31日現在）
該当事項はありません。

② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

③ その他新株予約権等に関する重要な事項
該当事項はありません。
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氏　　　名 地位及び担当 重要な兼職の状況

金　子　和斗志 代表取締役会長兼社長CEO
アイ・ケイ・ケイ株式会社　代表取締役会長
株式会社明徳庵　代表取締役社長
一般社団法人IKKアカデミー　代表理事
１株式会社　代表取締役

寺　澤　大　輔 取締役（介護事業担当兼部長 兼 人事担
当兼部長）

アイケア株式会社　代表取締役会長
ララ・クゥール株式会社　取締役
一般社団法人IKKアカデミー　理事

菊　地　正　樹 取締役（新規事業開発担当兼部長 兼 結
婚仲介事業担当兼部長） ララ・クゥール株式会社　代表取締役社長

森　田　康　寛 取締役（婚礼事業担当兼部長 兼 海外事
業開発担当兼部長)

アイ・ケイ・ケイ株式会社　代表取締役社長
PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU 
INDONESIA　代表取締役社長

小　田　　　豊 取締役（システム担当兼部長) アイ・ケイ・ケイ株式会社　取締役
Ambihone株式会社　取締役

中　嶋　大　祐 取締役（フォト事業担当兼部長)
アイ・ケイ・ケイ株式会社　取締役
Ambihone株式会社　代表取締役社長
PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU 
INDONESIA　取締役

梅　山　香　里 取締役
GESS Consulting Office 代表
一般社団法人福岡県中小企業診断士協会　代表
理事

久　保　俊　幸 取締役（監査等委員・常勤）

藤　田　ひろみ 取締役（監査等委員）

税理士法人 さくら優和パートナーズ 代表社員
有限会社ビギン　取締役
株式会社アセットパートナーズ優和福岡 代表
取締役
九州旅客鉄道株式会社　社外取締役（監査等委
員）

楠　　　典　子 取締役（監査等委員） 楠典子税理士事務所　所長
株式会社くすのき　代表取締役

伊　藤　晴　輝 取締役（監査等委員） 伊藤産業株式会社　代表取締役社長
伊藤晴輝公認会計士事務所　代表

中　村　亮　介 取締役（監査等委員） 弁護士法人中村国際法律事務所　代表

(3) 会社役員に関する事項
① 取締役に関する事項（2023年10月31日現在）

（注）1. 取締役梅山香里氏、取締役（監査等委員）藤田ひろみ氏、楠典子氏及び伊藤晴輝氏は、社外取締役で
あります。

2. 当社は、取締役梅山香里氏、取締役（監査等委員）藤田ひろみ氏、楠典子氏及び伊藤晴輝氏を東京証
券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。

3. 当社は、監査等委員会の監査・監督機能の強化や情報収集の充実、内部監査部門との密な連携を図る
ために、監査等委員久保俊幸氏を常勤監査等委員に選定しています。
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氏　　　　名 旧 新 異動年月日

寺　澤　大　輔
取締役（介護事業担当兼
部長 兼 人事戦略イノベー
ション担当兼室長）

取締役（介護事業担当兼
部長 兼 人事担当兼部長） 2023年１月26日

氏　　　　名 旧 新 異動年月日

中　嶋　大　祐 取締役（フォト事業担当
兼部長)

取締役（フォト事業担当
兼部長 兼 デジタルマーケ
ティング推進担当）

2023年12月１日

氏　　　　名 役職及び担当

田　中　慶　彦
執行役員
アイ・ケイ・ケイ株式会社　取締役
PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA　取締役

田　代　春　彦
執行役員
アイ・ケイ・ケイ株式会社　取締役
アイケア株式会社　監査役
株式会社明徳庵　取締役

4. 取締役（監査等委員）藤田ひろみ氏及び楠典子氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関す
る相当程度の知見を有しております。

5. 取締役（監査等委員）伊藤晴輝氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度
の知見を有しております。

６. 当事業年度中に以下の取締役の地位・担当等の異動がありました。

７. 当事業年度末日の翌日以降における取締役の地位・担当等の異動は次のとおりであります。

８. 当社は執行役員制度を導入しております。2023年10月31日現在の執行役員の氏名等は、次のとおり
であります。

② 責任限定契約の内容の概要
　当社は、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び各監査等委員との間におい
て、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約
に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
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区　　分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数

（名）基本報酬 業績連動
報酬等

非金銭
報酬等

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 を 除 く 。 ）
（う　ち　社　外　取　締　役）

151,768
（2,400)

139,841
(2,400)

－
(－)

11,927
(－)

７
（１)

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
（う　ち　社　外　取　締　役）

17,400
（7,200)

17,400
(7,200)

－
(－)

－
(－)

５
（３)

合 計
（ う 　 ち 　 社 　 外 　 役 　 員 ）

169,168
（9,600)

157,241
(9,600)

－
(－)

11,927
(－)

12
（４)

③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契
約を締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社取締役（監査等委員である
取締役を含む。）であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により
被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受ける
ことによって生ずることのある損害が塡補されることとなります。ただし、法令違反行為
であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は塡補されないなど、一定の免責
事由があります。

④ 取締役の報酬等の総額

（注）1. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件等は「⑤取締役の報酬等 役員報酬等の内

容の決定に関する方針等」のとおりであります。また、株式報酬費用は11,927千円（取締役（監査
等委員及び社外取締役を除く。）５名に対し11,927千円）であります。

3. 取締役（監査等委員を除く。）の報酬額は、2020年１月28日開催の第24期定時株主総会において、
年額400百万円以内（うち社外取締役分は年額25百万円以内とし、使用人分給与は含まない。）と決
議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く。）の員数は、７名（う
ち、社外取締役は２名）であります。また、別枠で、同株主総会において、取締役（監査等委員及び
社外取締役除く。）に対して、譲渡制限付株式報酬額として年額30百万円以内（ただし、年50,000
株を上限とする。）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員及び社
外取締役除く。）の員数は、５名であります。

4. 取締役（監査等委員）の報酬額は、2020年１月28日開催の第24期定時株主総会において、年額50
百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は、
４名（うち、社外取締役は３名）であります。
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⑤ 取締役の報酬等
役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、企業価値の持続的な向
上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との価値共有を図る報酬体系とし、
個々の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬の決定に際しては、社会的な
水準、経営内容及び役位等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体
的には取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、基本報酬及び譲渡制限付
株式報酬制度とします。また、監督機能を担う取締役会長及び社外取締役（監査等委員
である取締役を除く。）の報酬は、経営の監督機能を十分に機能させるため譲渡制限付
株式を支給せず、基本報酬のみで構成します。

なお、当社は、2021年２月22日開催の取締役会において、取締役（監査等委員であ
る取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該
取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について監査等委員会へ諮問し、
答申を受けております。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内
容の決定方法及び決定された報酬等の内容が決定方針と整合していることを確認してお
り、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。

ａ．基本報酬に関する方針
　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の基本報酬は、月例の固定報酬
とし、社会的な水準、経営内容及び役位等に応じて当社の業績をも考慮しながら、総
合的に勘案して決定するものとします。

b．非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬等は、当社の企業価値の持続的な向上を図ることを目的として、毎年、

一定の時期に譲渡制限付株式報酬を支給します。その株式数は、役位ごとにあらかじ
め定められた基準及び当社の業績に対する貢献度に応じて計算します。

c．報酬等の割合に関する方針
業務執行取締役（監査等委員である取締役を除く。）の種類別の報酬割合について

は、当社と関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏ま
え、取締役会は取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容
を決定します。

なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬：非金銭報酬等＝85：15とし
ます。

また、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、基本報酬のみとしま
す。
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d．報酬等の決定の委任に関する事項
個人別の報酬については、取締役会決議に基づき代表取締役会長がその具体的内容

について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額としま
す。代表取締役会長は、社外取締役の意見を得た上で、各取締役の基本報酬の額を決
定します。

また、譲渡制限付株式報酬は、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議しま
す。

⑥ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社は、取締役会決議に基づき、代表取締役会長の金子和斗志氏に対して、取締役会に

おいて決議した決定方針に沿って、取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定する権限
を委任しております。同氏に本権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取
締役（監査等委員である取締役を除く。）の担当業務の評価を行うには、代表取締役会長
が最も適していると判断したためです。

⑦ 監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する事項
監査等委員である取締役については、業務執行から独立した立場での監査・監督機能が

重視されることから業績を反映することは行わずに、個人別の基本報酬の額の具体的内容
は監査等委員である取締役の協議により決定いたします。

⑧ 社外役員に関する事項
(イ) 重要な兼職先である法人等と当社との関係

・社外取締役梅山香里氏は、GESS Consulting Officeの代表及び一般社団法人福岡県
中小企業診断士協会の代表理事であります。当社と各兼職先との間には特別の関係は
ありません。

・社外取締役（監査等委員）藤田ひろみ氏は、税理士法人さくら優和パートナーズの代
表社員、有限会社ビギンの取締役、株式会社アセットパートナーズ優和福岡の代表取
締役及び九州旅客鉄道株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。当社と各兼
職先との間には特別の関係はありません。

・社外取締役（監査等委員）楠典子氏は、楠典子税理士事務所の所長及び株式会社くす
のきの代表取締役であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。

・社外取締役（監査等委員）伊藤晴輝氏は、伊藤産業株式会社の代表取締役社長及び伊
藤晴輝公認会計士事務所の代表であります。当社と各兼職先との間には特別の関係は
ありません。
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区　分 氏　　　名 出席状況、発言状況及び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取　締　役 梅　山　香　里

当事業年度開催の取締役会17回全てに出席し、中小企業
診断士の資格を有する経営コンサルタントとしての専門
的見識に基づき、議案審議等に適宜発言を行うなど、社
外取締役に期待される役割・責務を十分に発揮しており
ました。

取締役
（監査等委員） 藤　田　ひろみ

当事業年度開催の取締役会17回中16回に、また当事業
年度開催の監査等委員会14回中13回に出席し、税理士
としての専門的見識に基づき、議案審議等に適宜発言を
行うなど、社外取締役に期待される役割・責務を十分に
発揮しておりました。

取締役
（監査等委員） 楠　　　典　子

当事業年度開催の取締役会17回全てに、また当事業年度
開催の監査等委員会14回全てに出席し、税理士としての
専門的見識に基づき、議案審議等に適宜発言を行うな
ど、社外取締役に期待される役割・責務を十分に発揮し
ておりました。

取締役
（監査等委員） 伊　藤　晴　輝

当事業年度開催の取締役会17回全てに、また当事業年度
開催の監査等委員会14回全てに出席し、公認会計士とし
ての専門的見識に基づき、議案審議等に適宜発言を行う
など、社外取締役に期待される役割・責務を十分に発揮
しておりました。

(ロ) 主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。

(ハ) 当事業年度における主な活動状況
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区　　　　　　　分 支　払　額
公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬 29百万円
当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 29百万円

(4) 会計監査人に関する事項
① 名　　　称

EY新日本有限責任監査法人

② 報酬等の額

（注）1. 当社と会計監査人との監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査
報酬等の額を明確に区分しておらず、かつ、実質的にも区分できないため、上記金額にはこれらの合
計金額を記載しております。

2. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠
等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意
の判断をいたしました。

3. 当社の重要な子会社のうち、PT　INTERNATIONAL　KANSHA　KANDOU　INDONESIAについ
ては、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格
を有する者を含む）の監査を受けております。

4. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

③ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断

した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定
いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場

合、監査等委員会は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。こ
の場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におい
て、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
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連結貸借対照表

(2023年10月31日現在)
(単位：千円)

資 　 　 産 　 　 の 　 　 部 負 　 　 債 　 　 の 　 　 部
科　　　　　目 金　　　額 科　　　　　目 金　　　額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

未 収 還 付 法 人 税 等

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機 械 装 置 及 び 運 搬 具

土 地

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無 形 固 定 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産

繰 延 税 金 資 産

差 入 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金　

6,376,681

5,011,277

447,796

204,467

91,029

166,706

465,000

△9,596

13,635,323

11,109,680

8,922,911

23,251

1,850,919

4,026

308,572

163,724

2,361,918

340,951

1,297,564

746,560

△23,158　

流 動 負 債 5,103,575
買 掛 金 915,516
短 期 借 入 金 150,000
１年内返済予定の長期借入金 1,114,458
未 払 法 人 税 等 315,283
契 約 負 債 1,225,544
賞 与 引 当 金 373,913
そ の 他 1,008,858

固 定 負 債 4,858,347
長 期 借 入 金 3,132,601
退 職 給 付 に 係 る 負 債 25,282
ポ イ ン ト 引 当 金 13,562
資 産 除 去 債 務 1,199,356
繰 延 税 金 負 債 16,877
そ の 他 470,667
負 債 合 計 9,961,922

純 　 資 　 産 　 の 　 部
株 主 資 本 9,948,620

資 本 金 351,655
資 本 剰 余 金 348,488
利 益 剰 余 金 9,671,036
自 己 株 式 △422,560

その他の包括利益累計額 66,355
その他有価証券評価差額金 8,138
退職給付に係る調整累計額 11,866
為 替 換 算 調 整 勘 定 46,349

非 支 配 株 主 持 分 35,107
純 資 産 合 計 10,050,083

資 産 合 計 20,012,005 負 債 ・ 純 資 産 合 計 20,012,005

連 結 貸 借 対 照 表

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

(2022年11月 1 日から
2023年10月31日まで)

(単位：千円)
科　　　　　　　　目 金　　　　　　　額

売 上 高 21,990,121
売 上 原 価 9,102,767

売 上 総 利 益 12,887,354
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 10,932,217

営 業 利 益 1,955,137
営 業 外 収 益

受 取 利 息 13,657
受 取 保 証 料 16,060
受 取 手 数 料 11,179
そ の 他 38,712 79,609

営 業 外 費 用
支 払 利 息 19,391
そ の 他 10,022 29,414
経 常 利 益 2,005,332

特 別 利 益
補 助 金 収 入 122,626 122,626

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 29,351 29,351
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,098,607
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 749,112
法 人 税 等 調 整 額 5,989 755,101
当 期 純 利 益 1,343,506
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 3,193
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 1,340,312

連 結 損 益 計 算 書

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(2022年11月 1 日から
2023年10月31日まで)

(単位：千円)
株　　　主　　　資　　　本

資　本　金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本
合計

2022年11月１日残高 351,655 347,861 8,629,766 △252,415 9,076,868
連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △299,042 △299,042
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 1,340,312 1,340,312
自 己 株 式 の 取 得 △400,031 △400,031
自 己 株 式 の 処 分 △523 229,886 229,363
非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動 1,150 1,150
株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動
額 ( 純 額 )

連結会計年度中の変動額
合 計 － 626 1,041,270 △170,144 871,752
2023年10月31日残高 351,655 348,488 9,671,036 △422,560 9,948,620

その他の包括利益累計額 非支配株主
持分

純資産
合計その他有価証

券評価差額金
退職給付に係
る調整累計額

為替換算
調整勘定

その他の包括利
益累計額合計

2022年11月１日残高 14,797 14,183 33,214 62,194 31,004 9,170,067
連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △299,042
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 1,340,312
自 己 株 式 の 取 得 △400,031
自 己 株 式 の 処 分 229,363
非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動 1,150
株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動
額 ( 純 額 )

△6,658 △2,316 13,135 4,160 4,103 8,264

連結会計年度中の変動額
合 計 △6,658 △2,316 13,135 4,160 4,103 880,016
2023年10月31日残高 8,138 11,866 46,349 66,355 35,107 10,050,083

連結株主資本等変動計算書

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表

(2023年10月31日現在)
(単位：千円)

資 　 　 産 　 　 の 　 　 部 負 　 　 債 　 　 の 　 　 部
科　　　　　目 金　　　額 科　　　　　目 金　　　額

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
貯 蔵 品
前 払 費 用
関 係 会 社 短 期 貸 付 金
１年内回収予定の関係会社長期貸付金
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
無 形 固 定 資 産
借 地 権
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他
投資その他の資産
関 係 会 社 株 式
投 資 有 価 証 券
出 資 金
関 係 会 社 長 期 貸 付 金
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
差 入 保 証 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

1,054,431
516,005

3,207
134,144
50,000
85,000

266,073
13,614,866
9,885,286
7,456,090
565,735
10,257

0
2,284

1,850,919
143,924
74,483
63,156
6,283

3,585,655
908,291
132,346

160
590,000
87,254

142,466
1,297,564
437,570
△10,000　

流 動 負 債 1,359,754
短 期 借 入 金 150,000
１年内返済予定の長期借入金 1,114,458
未 払 金 29,736
未 払 費 用 27,487
預 り 金 4,436
賞 与 引 当 金 33,636

固 定 負 債 4,721,226
長 期 借 入 金 3,132,601
退 職 給 付 引 当 金 11,103
ポ イ ン ト 引 当 金 6,442
資 産 除 去 債 務 1,151,178
そ の 他 419,901
負 債 合 計 6,080,981

純 　 資 　 産 　 の 　 部
株 主 資 本 8,580,178
資 本 金 351,655
資 本 剰 余 金 352,130
資 本 準 備 金 355,311
そ の 他 資 本 剰 余 金 △3,181
利 益 剰 余 金 8,298,952
そ の 他 利 益 剰 余 金 8,298,952
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 78,036
別 途 積 立 金 1,100,000
繰 越 利 益 剰 余 金 7,120,915

自 己 株 式 △422,560
評 価 ・ 換 算 差 額 等 8,138
その他有価証券評価差額金 8,138
純 資 産 合 計 8,588,317

資 産 合 計 14,669,298 負 債 ・ 純 資 産 合 計 14,669,298

貸　借　対　照　表

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

(2022年11月 1 日から
2023年10月31日まで)

(単位：千円)
科　　　　　　　　目 金　　　　　　　額

営 業 収 益 3,917,666
営 業 費 用

一 般 管 理 費 2,753,766 2,753,766
営 業 利 益 1,163,899

営 業 外 収 益
受 取 利 息 6,060
受 取 保 証 料 16,060
受 取 賃 料 19,630
そ の 他 7,029 48,781

営 業 外 費 用
支 払 利 息 19,042
支 払 手 数 料 2,440
そ の 他 1,094 22,577
経 常 利 益 1,190,103

特 別 利 益
補 助 金 収 入 45,454 45,454

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 4,549
関 係 会 社 株 式 評 価 損 49,999 54,549
税 引 前 当 期 純 利 益 1,181,008
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 73,523
法 人 税 等 調 整 額 △17,991 55,531
当 期 純 利 益 1,125,477

損　益　計　算　書

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(2022年11月 1 日から
2023年10月31日まで)

(単位：千円)
株　　　　　主　　　　　資　　　　　本

資 本 金
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本 準 備 金 そ の 他
資 本 剰 余 金

資 本 剰 余 金
合 計

そ の 他 利 益 剰 余 金
固定資産圧縮
積 立 金 別 途 積 立 金

2022年11月１日残高 351,655 355,311 △2,657 352,654 81,457 1,100,000
事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当
当 期 純 利 益
固定資産圧縮積立金
の 取 崩 △3,420
自 己 株 式 の 取 得
自 己 株 式 の 処 分 △523 △523
株主資本以外の項
目の当事業年度変
動 額 （ 純 額 ）

事業年度中の変動額合計 － － △523 △523 △3,420 －
2023年10月31日残高 351,655 355,311 △3,181 352,130 78,036 1,100,000

株　　　　　主　　　　　資　　　　　本 評価・換算差額等

純 資 産
合 計

利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計

そ の 他 有
価 証 券 評
価 差 額 金

評価・換
算差額等
合 計

そ の 他
利益剰余金 利益剰余金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

2022年11月１日残高 6,291,060 7,472,517 △252,415 7,924,411 14,797 14,797 7,939,209
事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △299,042 △299,042 △299,042 △299,042
当 期 純 利 益 1,125,477 1,125,477 1,125,477 1,125,477
固定資産圧縮積立金
の 取 崩 3,420 － － －
自 己 株 式 の 取 得 △400,031 △400,031 △400,031
自 己 株 式 の 処 分 229,886 229,363 229,363
株主資本以外の項
目の当事業年度変
動 額 （ 純 額 ）

△6,658 △6,658 △6,658

事業年度中の変動額合計 829,855 826,434 △170,144 655,766 △6,658 △6,658 649,107
2023年10月31日残高 7,120,915 8,298,952 △422,560 8,580,178 8,138 8,138 8,588,317

株主資本等変動計算書

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 37 －



2023/12/25 17:02:44 / 23031588_アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社_招集通知_電子提供措置用

連結会計監査報告

福 岡 事 務 所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 永　里　　剛

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 飛　田　貴　史

独立監査人の監査報告書
2023年12月18日

アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社
取　締　役　会　 御 中

EY新日本有限責任監査法人

　
監査意見

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社の
2022年11月１日から2023年10月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類
に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告
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連結会計監査報告

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し

た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・  連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・  経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・  連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・  連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
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連結会計監査報告

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき
利害関係はない。

以　上
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会計監査報告

福 岡 事 務 所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 永　里　　剛

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 飛　田　貴　史

独立監査人の監査報告書
2023年12月18日

アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社
取　締　役　会　 御 中

EY新日本有限責任監査法人

　
監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会
社の2022年11月１日から2023年10月31日までの第28期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）
について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

会計監査人の監査報告
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会計監査報告

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し

た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
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会計監査報告

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査等委員会監査報告

監　査　報　告　書
当監査等委員会は、2022年11月1日から2023年10月31日までの第28期事業年度における取締役の職務の執行を監査

いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１. 監査の方法及びその内容
 　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に
基づき整備されている体制（内部統制システム）について、ＴＶ会議システム等のリモート手段も活用しながら、取締役及び
使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下
記の方法で監査を実施いたしました。

 ①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、毎月定例的に監査等委員会を開催し、監査等委員間で情報共有、
意見交換を行うほか、内部監査部門等と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する
事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。ま
た、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報
告を受け、主要な事業所において、業務及び財産の状況を調査いたしました。

 ②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその
職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われ
ることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審
議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　 以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変
動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２. 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する

事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年12月25日
アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社　監査等委員会

常 勤 監 査 等 委 員 久　保　俊　幸 ㊞
監  査  等  委  員 藤　田　ひろみ ㊞
監  査  等  委  員 楠　　　典　子 ㊞
監  査  等  委  員 伊　藤　晴　輝 ㊞
監  査  等  委  員 中　村　亮　介 ㊞

（注）監査等委員藤田ひろみ、楠典子及び伊藤晴輝は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。

監査等委員会の監査報告

以　上
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地図

株主総会会場ご案内図
福岡県福岡市博多区東月隈３丁目27－２
ララシャンス　博多の森　博多の森迎賓館

電話　０５０－３５３９－１１２２
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県立プール席田中学校
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月隈 月隈東

西月隈都市高速道路

金の隈

半道橋

ララシャンス
博多の森

本定時株主総会において、お土産のご用意はございません。
地下鉄・バスをご利用の方
■福岡市営地下鉄「福岡空港駅」下車、４番出口より「福岡空港前」バス停へ向かい
ます。西鉄バス「宇美営業所行き３番」または「イオンモール福岡行き」

　に乗車し、「福祉公園前」で下車、徒歩２分
タクシーをご利用の方
■福岡空港からタクシーで約10分

お車でお越しの方
■北九州方面からお越しの方
福岡ICから福岡都市高速道路に乗り継ぎ「空港通」ランプから車で約15分

■鳥栖・熊本方面からお越しの方
太宰府ICから福岡都市高速道路に乗り継ぎ「金の隈」ランプから車で約15分
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